
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五
十
三
号

久
六
島
周
辺
に
お
け
る
漁
業
に
つ
い
て
の
漁
業
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律

１
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
久
六
島
（
北
緯
四
十
度
三
十
一
分
、
東
経
百
三
十
九
度
三
十
分
附
近
の
海
面
に
あ
る
島
しヽ

よヽ
を
い
う
。
）
周
辺
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
海
域
に
お
け
る
漁
業
に
つ
き
、
漁
業
調
整
上
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
海
域
内
に
あ
る
漁
場
を
管
轄
す
る
県
知
事
の
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
に
基
く
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
県
知
事
の
権
限
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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